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Press Release 
 

宮崎労働局発表 

平成２８年６月２８日（火） 
 
 
 
 
 

 平成２７年度個別労働紛争解決制度施行状況  

～いじめ・いやがらせに関する相談件数が2年連続増加～ 
 
 
  宮崎労働局（局長 元木 賀子）では、宮崎労働局及び管内各労働基準監督署内に設置

している総合労働相談コーナーに寄せられた個別労働紛争に係る相談等の状況を取りまと

めた。 

 

平成２７年度「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」施行状況  

１ 総合労働相談件数              ： 8,835 件( 5.0% 減 ) 

２ 民事上の個別労働関係紛争相談件数 ： 2,396 件( 17.5% 増) 

３ 助言・指導申出受付件数          ：    59 件( 3.5% 増） 

４ あっせん申請受理件数           ：    50 件( 32.4 % 減) 

【増減率は、平成 26 年度実績と比較したもの】 

 

 『個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律』に基づく、個別労働紛争解決制度の平

成 27 年度の施行状況は次ページ以下のとおりである（制度の概要は５ページを参照）。 

宮崎労働局 

【照会先】 
 宮崎労働局 雇用環境・均等室 
   室        長 桑原 光照 

監   理   官 上田 徹也 
   労働紛争調整官 平元 克典 
   （電 話）0985(38)8821 
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１ 労働相談受付状況 
 宮崎労働局の総合労働相談コーナー（労働局及び各監督署内に設置）に、平成 27 年

度に寄せられた相談件数は 8,835 件と平成 26 年度比 468 件（5.0%）減少した。 
 このうち、労働基準法上の違反を伴わない『いじめ・嫌がらせ』、『解雇』等のいわゆ

る民事上の個別労働関係紛争相談件数は 2,396 件で、平成 26 年度比で 356 件（17.5%）

増加した。 

 
 
２ 民事上の個別労働関係紛争の労働相談状況 

 平成 27 年度の民事上の個別労働関係紛争に係る相談の内訳は、『いじめ・嫌がら

せ』が 716 件（25.2％）、『自己都合退職』が 529 件（18.6％）、『解雇』が 272 件（9.6％）、

『労働条件引下げ』が 221 件（4.6％）と続いており、この４項目で全体の６割以上

を占めている。 

表１ 

表２ 
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３ 労働局長による助言・指導の状況 
 平成 27年度における助言・指導の申出件数は 59件で、平成 26年度比で 2件（3.5％）

増加した。 

 
 その内訳は、『いじめ・嫌がらせ』が 17 件（28.8％）、『自己都合退職』が 8 件（13.6％）、

『雇止め』が 5 件（8.5％）、『解雇』が 4 件（6.8％）、と続いている。 

 

 
 
 
４ 紛争調整委員会によるあっせんの状況 

 平成 27 年度におけるあっせんの申請件数は 50 件で、平成 26 年度比で 24 件

（32.4％）減少した。 

表３ 

表４ 
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その内訳は、『いじめ・嫌がらせ』が 18 件（36.0％）、『解雇』が 15 件（30.0％）、

『退職勧奨』が 6 件（12.0％）、『雇止め』が 4 件（8.0％）、と続いている。 
前年度と比較すると『いじめ・嫌がらせ』、『退職勧奨』及び『雇止め』の件数が増

加している。 

 
平成 27 年度中に処理が終了したあっせんの件数は 44 件であった。 
終了区分は解決が 11 件、不参加が 27 件、あっせん不調による打ち切りが 2 件、申

請の取下げが 4 件であった。 
処理に要した期間は、1 ヶ月以内が 25 件（56.8％）、2 か月以内が 15.0 件（34.1％）

となっている。 
 
 
＜参考＞ 

①  総合労働相談  
労働問題に関するあらゆる相談を受け、関係法令・判例等の情報の提供(所管部署への

取次、他機関の紹介を含む)を行う  
②  労働局長による助言・指導  

民事上の個別労働紛争について、紛争当事者に、紛争の問題点の指摘、解決の方向の示

唆により、紛争当事者の自主的な話し合いを促進し、紛争解決を図る制度  
③  紛争調整委員会によるあっせん  

公平・中立な第三者としてあっせん委員(弁護士、教授等の学識経験者)が紛争当事者の

間に入り、双方の主張の要点を確かめ、意見の調整を行い、紛争解決を図る制度  

表５ 

表６ 
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個別労働紛争解決システム 

企 業 

労働者 事業主 

自主的解決 

都道府県労働局 

総合労働相談コーナー 
労働問題に関する相談、情報提供のワンストップサービス  

紛争解決援助の対象とすべき事案 

都道府県労働局長 

による助言・指導 

紛争調整委員会 

あっせん委員（学識経験

者）によるあっせん・あっ

せん案の提示 

法違反に対する指導・監督等 

都道府県(労政

主管事務所、労

働委員会等)、

法テラス、労使

団体における

相談窓口 

連
携 

労働基準監督署、公共職業安定所、雇用環境・均等室 

紛争 


